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「会計参与」小考 
（導入は進むか） 

 

 早くも登場した。今月１５日の日経新聞は、－

「会計参与」導入で融資優遇－と題する記事で、

三菱東京ＵＦＪと中央三井信託の２行が、「会計

参与」を導入した中小企業を対象に、①社長の個

人保証を免除する、②通常より０．５％融資金利

を優遇する、といったサービスを始めたことを伝

えている。いずれも５月１日の会社法施行を受け

たものだが、何事も「慎重に」がその染み込んだ

体質だと思っていたので、その素早い対応に驚い

た。と同時に、中小企業への「会計参与」普及に

かける期待の大きさが伝わってきた。 

 

銀行では、上記のような個別融資の優遇措置以

外に、債務者与信格付けにおける配点優遇も検討

されていると聞く。会計参与を導入した中小企業

は、ただそれだけの理由で何点か得点がアップす

るというのだ。未だ報道もされておらず具体的な

ことは不明だが、既にそうした措置を取っている

銀行もあるのかもしれない。 

何故、銀行はそれほど「会計参与」に拘るのだ

ろうか。 

 

今、中央青山問題等で監査法人が揺れているが、

我が国では、株式公開会社と商法上の大会社（資

本金５億円以上、若しくは負債総額２００億円以

上）は公認会計士、監査法人による会計監査が義

務づけられている。監査の目的は債権者保護と投

資家保護にある。つまり、企業の作成する財務諸

表が適正に作成されているか監査することによ

って、その財務内容に社会的信用を付与し、もっ

て投資家や債権者の判断を誤らせないようにす

るためである。 

しかし、公認会計士や監査法人の会計監査の対

象となる会社の全体に占める割合は１％にも満

たない。殆どの会社は、形式的には兎も角、事実

上何の監査も受けていない。 

 

今回の「会計参与制度」設置の背景には、公認

会計士だけでなく税理士にも監査業務を解放す

るという狙いもあると聞いたが、それは別として、

とかく信用性に劣る中小企業の計算書類（Ｂ/Ｓ、

Ｐ/Ｌ等）の客観性、透明性を高めることに第一

の目的がある。 

経験から云えば、銀行は貸出に際し決算書類を

徴求するが、基本的にそれが正しく会社の状態を

示しているとは考えていない。悪質な粉飾を含め、

何らかの作為が入っていることを前提として審

査している。勿論、信用性の高い会社も少なくは

ないが、首を傾げるような会社も少なくないのだ。

結果、「担保と保証を取るのは仕方ない」という

ことになる。 

 

しかし、間接金融から直接金融へ、担保融資か

ら無担保融資へという大きな流れの中で「これで

はいかん」ということになり、中小企業の計算書

類に社会的信用性を付与する役割を担う会計参

与制度が創設されたのだと理解する。当然ながら、

その責任は軽くない。 

 株主代表訴訟の対象にもなるし、悪意若しくは

重大な過失があった場合は第三者への損害賠償

責任も生ずる。公開会社における監査法人・公認

会計士ほどではないにしても、イメージとしては

それに近い。 

 

 既に昨年８月、中小企業が準拠すべき会計基準

を示した「中小企業の会計に関する指針」が公表

された。そして、今月の法施行で会計参与はいつ

でも導入ＯＫとなった。はたして、現実に導入す

る中小企業はどのくらい出てくるのだろうか。 

 私には皆目見当がつかないが、流れとしては、

当初はゆっくり目に見えないように、そして一定

程度導入が進むとかなりのスピードで普及して

いくのではないだろうか。 

 

 需要サイド（中小企業）では、既に透明性の高

い計算書類を作成している優良企業が、更に信用

を高めるために早期導入を進めるような気がす

る。銀行だけでなく、大手取引先からの要請も強

い導入要因となるだろう。 

 一方、供給サイド（税理士、公認会計士）の対

応はよく分からないが、従来の柵などに囚われな

い若手等から積極的に対応する人達がでてくる

ような気がする。変化をビジネスチャンスと捉え

る税理士も少なくないのではないだろうか。 

 

 肝心の中小企業の社長はこの問題をどう考え

ているのだろうか。まだ大半の社長は、知識とし

て知っている程度で具体的な対応策を決めてい

ないのが実態だろう。ざっくりいえば「今のまま

でいい」ということだが、それで済まない時がい

ずれやってくるとすれば、方向付けだけはきちん

と決めておいた方がいい。 


